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第１７号議案 

   加須市行政手続条例の一部を改正する条例 

 加須市行政手続条例（平成２２年加須市条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

 第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並び

に当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付

する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改

め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる

事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公

示事項」という。）を市長が別に定める方法により不特定多数の者が閲覧する

ことができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁

の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算

機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる

ことによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日

から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

 第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４

項」を、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過し

た」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

 第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項

第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条第

３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後段」

を「第１５条第４項後段」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例による改正後の加須市行政手続条例第１５条第３項及び第４項

（これらの規定を同条例第２２条第３項及び第２９条において準用する場合

を含む。）の規定は、この条例の施行の日以後にする公示送達について適用し、

同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

 行政手続法の一部改正を踏まえ、聴聞の通知等に係る公示送達について、市

長が別に定める方法により公表する方法等を追加したいので、この案を提出す

るものであります。 
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第１８号議案 

   加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例 

第１条 加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成２２年 

加須市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２３０」を「、６月に支給する場合において

は１００分の２３０、１２月に支給する場合においては１００分の２３５」

に改める。 

第２条 加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

  第１条第１号中「４５２，０００円」を「４６２，０００円」に改め、同

条第２号中「４０４，０００円」を「４１４，０００円」に改め、同条第３

号中「３８８，０００円」を「３９８，０００円」に改め、同条第４号中「３

８３，０００円」を「３９３，０００円」に改め、同条第５号中「３８８，

０００円」を「３９８，０００円」に改め、同条第６号中「３８３，０００

円」を「３９３，０００円」に改め、同条第７号中「３７８，０００円」を

「３８８，０００円」に改める。 

第５条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の２３０、１

２月に支給する場合においては１００分の２３５」を「１００分の２３２．

５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例中第１条並びに次項及び附則第３項の規定は公布の日から、第２

条の規定は令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例（以下「改正後の議員報酬条例」という。）第５条第２項の規定は、

令和７年１２月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 
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３ 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定に

よる改正前の加須市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定

に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末

手当の内払とみなす。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

 議会の議員の議員報酬及び期末手当の額について改定したいので、この案を

提出するものであります。 
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第１９号議案 

   加須市特別職職員の給与等に関する条例及び加須市教育委員会教育長の

給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 （加須市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 加須市特別職職員の給与等に関する条例（平成２２年加須市条例第４

２号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２３０」を「、６月に支給する場合において

は１００分の２３０、１２月に支給する場合においては１００分の２３５」

に改める。 

第２条 加須市特別職職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の２３０、１

２月に支給する場合においては１００分の２３５」を「１００分の２３２．

５」に改める。 

（加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例（平成２２年加須市条

例第４４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「１００分の２３０」を「、６月に支給する場合において

は１００分の２３０、１２月に支給する場合においては１００分の２３５」

に改める。 

第４条 加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第４条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の２３０、１

２月に支給する場合においては１００分の２３５」を「１００分の２３２．

５」に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例中第１条及び第３条並びに次項及び附則第３項の規定は公布の日

から、第２条及び第４条の規定は令和８年４月１日から施行する。 
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２ 第１条の規定による改正後の加須市特別職職員の給与等に関する条例（以

下「改正後の特別職給与条例」という。）第５条第２項及び第３条の規定によ

る改正後の加須市教育委員会教育長の給与等に関する条例（以下「改正後の

教育長給与条例」という。）第４条第２項の規定は、令和７年１２月１日から

適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場

合においては、第１条の規定による改正前の加須市特別職職員の給与等に関

する条例又は第３条の規定による改正前の加須市教育委員会教育長の給与等

に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の特

別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみ

なす。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

 市長、副市長及び教育長の期末手当の額について改定したいので、この案を

提出するものであります。 
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第２０号議案 

   加須市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 加須市一般職職員の給与に関する条例（平成２２年加須市条例第４５

号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条第２項第２号ウ中「７，１００円」を「７，３００円」に改め、

同号エ中「１０，０００円」を「１０，４００円」に改め、同号オ中「１２，

９００円」を「１３，５００円」に改め、同号カ中「１５，８００円」を「１

６，６００円」に改め、同号キ中「１８，７００円」を「１９，７００円」

に改め、同号ク中「２１，６００円」を「２２，８００円」に改め、同号ケ

中「２４，４００円」を「２５，９００円」に改め、同号コ中「２６，２０

０円」を「２９，１００円」に改め、同号サ中「２８，０００円」を「３２，

３００円」に改め、同号シ中「２９，８００円」を「３５，５００円」に改

め、同号ス中「３１，６００円」を「３８，７００円」に改める。 

  第２４条第２項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合におい

ては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．

５」に改め、同条第３項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合

においては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の

１２７．５」に、「１００分の７０」を「、６月に支給する場合においては１

００分の７０、１２月に支給する場合においては１００分の７２．５」に改

める。 

  第２７条第２項第１号中「１００分の１０５」を「、６月に支給する場合

においては１００分の１０５、１２月に支給する場合においては１００分の

１０７．５」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「、６月に支給す

る場合においては１００分の５０、１２月に支給する場合においては１００

分の５２．５」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 別表第１（第３条関係） 

 行政職給料表 
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（円） 

職員の

区分 

職務の

級 

号給 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

1 195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900 

2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 473,300 

3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 474,700 

4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 476,000 

5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 477,200 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 478,100 

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 479,000 

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 479,800 

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 480,600 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600 481,400 

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100 482,100 

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600 482,700 

13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100 483,300 

14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400 483,900 

15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700 484,500 

16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900 485,100 

17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100 485,700 

18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400 486,200 

19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700 486,700 

20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900 487,200 

21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100 487,700 

22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900 488,200 

23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700 488,700 

24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500 489,200 

25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100 489,700 

26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700 490,200 

27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300 490,700 

28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900 491,200 

29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600 491,700 

30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400 492,200 

31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800 492,700 

32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500 493,200 

33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000 493,700 

34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400 494,100 

35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800 494,600 

36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200 495,100 

37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600 495,600 

38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900 496,100 

39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200 496,600 

40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500 497,000 

41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800 497,500 

42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100 498,000 

43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400 498,500 

44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700 499,000 

45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000 499,500 

46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100   500,000 

47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400   500,500 

48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700   501,000 

49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900   501,500 

50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200     

51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400     

52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700     

53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900     

54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200     

55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500     

56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800     

57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000     
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58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300     

59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600     

60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800     

61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000     

62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300     

63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600     

64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800     

65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000     

66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300     

 67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600     

68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800     

69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000     

70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300     

71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600     

72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800     

73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000     

74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300       

75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600       

76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800       

77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000       

78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300       

79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600       

80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800       

81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000       

82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300       

83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600       

84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800       

85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000       

86 266,200 305,800 355,700           

87 266,500 306,100 356,100           

88 266,800 306,400 356,500           

89 267,100 306,700 356,700           

90 267,400 307,000 357,100           

91 267,700 307,300 357,500           

92 268,000 307,600 357,900           

93 268,300 307,800 358,100           

94   308,000 358,400           

95   308,300 358,800           

96   308,700 359,100           

97   308,900 359,400           

98   309,200 359,800           

99   309,500 360,200           

100   309,900 360,600           

101   310,100 361,100           

102   310,400 361,500           

103   310,700 361,900           

104   311,000 362,300           

105   311,200 362,800           

106   311,500 363,200           

107   311,800 363,500           

108   312,100 363,800           

109   312,300 364,200           

110   312,600             

111   313,000             

112   313,300             

113   313,500             

114   313,700             

115   314,000             

116   314,400             

117   314,600             

118   314,800             

119   315,100             

120   315,400             
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121   315,700             

122   315,900             

123   316,200             

124   316,500             

125   316,800             

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 

基準給

料月額 

基準給

料月額 
基準給

料月額 
基準給

料月額 
基準給

料月額 
基準給

料月額 
基準給

料月額 
基準給

料月額 

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200 

 別表第２（第３条関係） 

医療職給料表 

（円） 

職員の区分 職務の級 

号給 
1 級 2 級 3 級 4 級 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

1 305,600 415,600 470,300 566,200 

2 307,900 418,300 472,300 567,800 

3 310,200 420,900 474,200 569,300 

4 312,400 423,300 476,100 570,800 

5 314,500 425,600 477,500 572,300 

6 318,000 427,800 479,200 573,600 

7 321,500 429,800 481,000 574,900 

8 324,900 431,900 482,800 576,200 

9 328,300 434,000 484,600 577,400 

10 331,800 435,500 486,300 578,400 

11 335,200 437,000 488,100 579,400 

12 338,600 438,500 489,900 580,300 

13 342,000 439,900 491,700 581,200 

14 345,500 441,300 493,400 582,100 

15 348,900 442,800 495,200 583,000 

16 352,300 444,200 497,000 583,900 

17 355,700 445,500 498,800 584,800 

18 358,800 447,000 500,700 585,600 

19 362,000 448,400 502,600 586,400 

20 365,200 449,800 504,500 587,300 

21 368,500 451,100 506,400 588,200 

22 371,600 452,600 508,100 589,100 

23 374,700 454,000 509,900 589,900 

24 377,700 455,400 511,700 590,700 

25 380,800 456,800 513,300 591,600 

26 383,100 458,200 515,100 592,500 

27 385,400 459,500 516,900 593,300 

28 387,600 460,900 518,400 594,100 

29 389,500 462,300 519,800 594,900 

30 391,200 463,600 521,500 595,600 

31 392,900 465,000 523,300 596,300 

32 394,700 466,400 525,000 597,000 

33 396,400 467,700 526,500 597,700 

34 398,200 469,100 527,800 598,300 

35 399,800 470,400 529,100 598,900 

36 401,100 471,800 530,400 599,500 

37 402,500 473,200 531,400 600,100 

38 403,900 

 

474,900 532,700 600,700 

10



 

39 405,300 476,500 534,000 601,300 

40 406,700 478,000 535,300 601,800 

41 408,200 479,600 536,300  

42 408,900 480,800 537,100  

43 409,500 481,900 537,900  

44 410,100 483,000 538,700  

45 410,900 484,000 539,600  

46 411,500 484,900 540,400  

47 412,100 485,800 541,200  

48 412,600 486,600 541,900  

49 413,100 487,300 542,700  

 50 413,500 488,000 543,500  

 51 414,000 488,700 544,200  

 52 414,400 489,300 545,100  

 53 414,800 489,900 546,000  

 54 415,100 490,600 546,800  

 55 415,400 491,200 547,700  

 56 415,800 491,800 548,600  

 57 416,100 492,100 549,400  

 58 416,500 492,700 550,200  

 59 416,800 493,300 551,000  

 60 417,200 494,000 551,700  

 61 417,600 494,400 552,500  

 62 417,900 495,000 553,400  

 63 418,200 495,700 554,300  

 64 418,500 496,400 555,200  

 65 418,800 496,800 556,000  

 66  497,400 556,900  

 67  498,000 557,800  

 68  498,500 558,700  

 69  499,000 559,500  

 70  499,500 560,400  

 71  500,000 561,300  

 72  500,500 562,200  

 73  500,900 563,000  

 74  501,400   

 75  501,800   

 76  502,200   

 77  502,700   

 78  503,300   

 79  503,800   

 80  504,200   

 81  504,700   

 82  505,300   

 83  505,900   

 84  506,400   

 85  506,900   

定年前再任

用短時間勤

務職員  

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

312,900 356,500 412,800 488,500 

第２条 加須市一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１４条第２項第２号中「次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に」
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を「６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて

規則で」に改め、同号アからスまでを削り、同条第５項を同条第６項とし、

同条第４項中「及び」を「、」に、「）の」を「）及び前項第１号に定める額

の」に、「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項

の次に次の１項を加える。 

 ４ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設

（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下

「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするも

の（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前２項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

  （１） 駐車場等に係る通勤手当 ５，０００円を超えない範囲内で１箇

月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

  （２） 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前２項の規定による額 

  第２４条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２５、

１２月に支給する場合においては１００分の１２７．５」を「１００分の１

２６．２５」に改め、同条第３項中「、６月に支給する場合においては１０

０分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．５」を

「１００分の１２６．２５」に、「、６月に支給する場合においては１００分

の７０、１２月に支給する場合においては１００分の７２．５」を「１００

分の７１．２５」に改める。 

  第２７条第２項第１号中「、６月に支給する場合においては１００分の１

０５、１２月に支給する場合においては１００分の１０７．５」を「１００

分の１０６．２５」に改め、同項第２号中「、６月に支給する場合において

は１００分の５０、１２月に支給する場合においては１００分の５２．５」

を「１００分の５１．２５」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 
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１ この条例中第１条及び次項から附則第４項までの規定は公布の日から、第

２条の規定は令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の加須市一般職職員の給与に関する条例（以下

「第１条改正後条例」という。）第１４条第２項第２号、別表第１及び別表第

２の規定は令和７年４月１日から、第２４条第２項及び第３項並びに第２７

条第２項第１号及び第２号の規定は同年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 第１条改正後条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の加須市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された

給与は、第１条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （その他） 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

 人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告を踏まえ、一般職職員等の期末手当及

び勤勉手当の額並びに給料月額を改定するとともに、通勤手当を見直したいの

で、この案を提出するものであります。 
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第２１号議案 

加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例 

 加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年加須市

条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「給与の」を「給与又は費用弁償の」に、「給与に」を「給与

又は費用弁償に」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 

職務の級 

号給 
1級 2級 

    円    円 

1 192,500 238,100 

2 193,600 239,400 

3 194,700 240,700 

4 195,800 242,000 

5 196,900 243,300 

6 198,100 244,700 

7 199,200 246,100 

8 200,300 247,500 

9 202,000 248,900 

10 203,600 250,300 

11 205,200 251,700 

12 206,700 253,100 

13 208,400 254,300 

14 210,000 255,600 

15 211,600 256,900 

16 213,100 258,100 

17 214,800 259,300 

18 216,500 260,500 

19 218,200 261,700 

20 219,400 262,800 

21 221,000 263,900 

22 222,600 265,000 

23 224,100 266,100 

24 225,600 267,000 

25 227,200 268,000 

26 228,800 269,000 

27 230,400 270,000 

28 232,000 271,000 

29 233,700 271,900 

30 235,000 272,700 

31 236,300 273,600 

32 237,600 274,400 

33  275,200 

14



 

34  276,000 

35  276,700 

36  277,400 

37  278,200 

38  279,000 

39  279,600 

40  280,300 

41  281,100 

42  281,800 

43  282,500 

44  283,200 

45  283,900 

46  284,600 

47  285,300 

48  286,000 

49  286,600 

50  287,300 

51  287,900 

52  288,600 

53  289,200 

54  289,900 

55  290,600 

56  291,100 

57  291,700 

58  292,300 

59  293,000 

60  293,600 

61  294,200 

62  294,800 

63  295,500 

64  296,100 

65  296,700 

66  297,200 

67  297,700 

68  298,200 

69  298,800 

70  299,300 

71  299,900 

72  300,300 

73  300,800 

74  301,300 

75  301,900 

76  302,400 

77  302,800 

78  303,100 

79  303,400 

80  303,600 

81  303,900 

82  304,100 

83  304,400 

84  304,600 

85  304,800 

86  305,100 

87  305,300 

88  305,600 

89  305,800 
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90  306,100 

91  306,400 

92  306,700 

93  307,000 

94  307,300 

95  307,600 

96  307,800 

97  308,000 

98  308,300 

99  308,700 

100  308,900 

101  309,200 

102  309,500 

103  309,900 

104  310,100 

105  310,400 

106  310,700 

107  311,000 

108  311,200 

109  311,500 

110  311,800 

111  312,100 

112  312,300 

113  312,600 

114  313,000 

115  313,300 

116  313,500 

117  313,700 

118  314,000 

119  314,400 

120  314,600 

121  314,800 

122  315,100 

123  315,400 

124  315,700 

125  315,900 

別表第２（第４条関係） 

医療職給料表 

職務の級 

号給 
1級 

    円 

1 506,900 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ この条例による改正後の加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定を適用する場合において
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は、この条例による改正前の加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による

給与の内払とみなす。 

  令和８年２月５日提出 

加須市長 角 田 守 良 

      提 案 理 由 

会計年度任用職員の処遇改善を図るため、会計年度任用職員の給料月額を改

定したいので、この案を提出するものであります。 
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第２２号議案 

加須市税条例の一部を改正する条例 

加須市税条例（平成２２年加須市条例第５２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１８条中「は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をい

う。以下同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施

行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された

書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に

設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に

置く措置をとることによってする」に改める。 

 第１８条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施

行規則」という。）」を「施行規則」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附

則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第１８条の規定は、この条例の施行の日以後にする公示送達につ

いて適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

  令和８年２月５日提出 

加須市長 角 田 守 良 

      提 案 理 由 

 地方税法の一部改正に伴い、賦課徴収等に関する書類に係る公示送達につい

て、地方税法施行規則に定める方法により公表する方法等を追加したいので、

この案を提出するものであります。 
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第２３号議案 

   加須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 加須市国民健康保険税条例（平成２２年加須市条例第５４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」の

次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子

ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」

という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

 （４） 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別

会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充

てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

 第２条第２項ただし書中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第３項た

だし書中「２４万円」を「２６万円」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第

３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１

８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が同条

第３７項に規定する政令で定める金額を超える場合においては、子ども・子

育て支援納付金課税額は、当該政令で定める金額とする。 

 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に、「１００分の７．５」を「１００分の７．９８」に改める。 

 第５条中「４０，７００円」を「４７，７００円」に改める。 

 第６条中「１００分の２．３」を「１００分の２．８６」に改める。 

 第７条中「１０，５００円」を「１３，５００円」に改める。 
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 第８条中「１００分の２．４」を「１００分の２．４４」に改める。 

 第９条の次に次の３条を加える。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

第９条の２ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００

分の０．２６を乗じて算定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

第９条の３ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，

５７３円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保

険者１人について１１９円とする。 

 第２３条第１項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」

に改め、同項第１号ア中「２８，４９０円」を「３３，３９０円」に改め、同

号イ中「７，３５０円」を「９，４５０円」に改め、同項第２号ア中「２０，

３５０円」を「２３，８５０円」に改め、同号イ中「５，２５０円」を「６，

７５０円」に改め、同項第３号ア中「８，１４０円」を「９，５４０円」に改

め、同号イ中「２，１００円」を「２，７００円」に改め、同条第２項第１号

ア中「６，１０５円」を「７，１５５円」に改め、同号イ中「１０，１７５円」

を「１１，９２５円」に改め、同号ウ中「１６，２８０円」を「１９，０８０

円」に改め、同号エ中「２０，３５０円」を「２３，８５０円」に改め、同項

第２号ア中「１，５７５円」を「２，０２５円」に改め、同号イ中「２，６２

５円」を「３，３７５円」に改め、同号ウ中「４，２００円」を「５，４００

円」に改め、同号エ中「５，２５０円」を「６，７５０円」に改める。 

 附則第１０項、第１１項及び第１３項から第１６項までの規定中「第８条」

の次に「、第９条の２」を加える。 
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 附則第１７項及び第１８項中「、第８条」の次に「、第９条の２」を加える。 

 附則第１９項及び第２０項中「第８条」の次に「、第９条の２」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の加須市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

 県内における保険税水準の準統一を定める埼玉県国民健康保険運営方針を踏

まえ、国民健康保険事業の円滑かつ安定的な運営を図るため、国民健康保険税

の基礎課税額の被保険者均等割額等を改めるとともに、地方税法の一部改正に

伴い、子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額等を定めたいので、

この案を提出するものであります。 
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第２４号議案 

   加須市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 加須市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和

７年加須市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 第９条の見出しを「（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件）」に改め、同

条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１０条の見出し及び同条第１項並びに第１３条中「乳児等通園支援事業者」

を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１６条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削る。 

 第１８条第 1 項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改

める。 

 第２０条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において定める利

用定員をいう。）」を加える。 

 第２２条の次に次の１条を加える。 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２２条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育

を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事

業を行う場合には、前２条の規定は適用しない。 

 第２６条後段を削る。 

 第２７条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

 内閣府が定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正
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に伴い、加須市が定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準につ

いて、当該内閣府令と同等の水準にするため、所要の改正をしたいので、この

案を提出するものであります。 
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第２５号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議会の議決を求める。 

１ 工 事 名  加須市立昭和中学校外３校屋内運動場空調設備設置等工事 

２ 施工場所  加須市北小浜７０番地外 

３ 履行期限  令和９年１月２９日 

４ 請負金額  ５億３，７０２万円 

５ 請負業者  埼玉県加須市北小浜７４５番４ 

株式会社加藤工業 

代表取締役 加 藤 敏 夫 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

加須市立昭和中学校外３校屋内運動場空調設備設置等工事の請負契約を締結

したいので、加須市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により、この案を提出するものであります。 
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第２６号議案 

   工事請負契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて議会の議決を求める。 

１ 工 事 名  加須市立大利根中学校外３校屋内運動場空調設備設置等工事 

２ 施工場所  加須市北下新井１７０５番地１外 

３ 履行期限  令和９年１月２９日 

４ 請負金額  ６億１，９３０万円 

５ 請負業者  埼玉県加須市南篠崎１０６６番６ 

株式会社杉本設備 

代表取締役 杉 本 善 昭 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

加須市立大利根中学校外３校屋内運動場空調設備設置等工事の請負契約を締

結したいので、加須市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により、この案を提出するものであります。 
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第２７号議案 

   財産の取得について  

 次のとおり財産を取得することについて議会の議決を求める。 

１ 財 産 の 種 類  物品 

２ 取 得 物 品  加須市立加須学校給食センター 

           コンテナ洗浄機 

加須市立騎西学校給食センター 

           食器洗浄機、食器・トレー自動供給装置、食器・トレ

ー自動整理装置、立体浸漬槽及びコンプレッサー 

３ 取 得 金 額  ８，７２３万円 

４ 契約の相手方  埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目７３番地１ 

日本調理機株式会社 埼玉営業所  

営業所長 藤 井 拓 哉 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

加須市立加須学校給食センターで使用するコンテナ洗浄機及び加須市立騎西

学校給食センターで使用する食器洗浄機等を取得したいので、加須市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

この案を提出するものであります。 
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第２８号議案 

   訴えの提起について 

 次のとおり市道舗装の損壊事故に係る損害賠償請求事件に関し訴えを提起す

ることについて議会の議決を求める。 

１ 相手方   

 （１） 静岡県富士宮市〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

     森 野 雅 之 

 （２） 静岡県富士宮市星山９８４番地の１ 

     ヤマト運送株式会社 

     代表取締役 森  大 樹 

２ 事件名  市道舗装の損壊事故に係る損害賠償請求事件 

３ 事件の内容及び請求の趣旨 

  令和７年６月３日午前８時２０分頃、加須市上三俣１６１５番地１地先の

市道において、相手方（１）が運転する事業用普通貨物自動車が通行した際、

路肩を脱輪し、市道舗装及び当該自動車が損壊した。 

  相手方（２）は、路肩の雑草が繁茂して車道と路肩の境界を識別できず、

道路の管理に瑕疵があったとして、国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）

に基づき市を被告として損害賠償を請求する訴えを提起した。 

  市は、当該訴訟に応訴するとともに、当該事故により相手方（１）に損壊

された市道舗装の修繕費用の支払を求めるため、次のとおり請求するもので

ある。 

 （１） 相手方らに対し損壊された市道舗装の修繕費用として３１万９，０

００円及びこれに係る遅延損害金の支払を求めるもの 

 （２） 相手方らに対し訴訟費用の負担を求めるもの 

 （３） 仮執行の宣言を求めるもの 

４ 事件に関する取扱い 

 （１） 第１審又は第２審の判決の結果必要がある場合は、上訴するものと

する。 
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 （２） 訴訟遂行上の過程において必要がある場合は、適当と認める条件で

和解することができる。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

 市道舗装の損壊事故に係る損害賠償請求事件に関し訴えを提起したいので、

地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、この案を提出するものであ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公表用  

個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を加工

しています。 
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第２９号議案 

   和解することについて 

 次のとおり藤棚の損壊事故に係る損害賠償請求事案に関し和解することにつ

いて議会の議決を求める。 

１ 相手方  市外の法人 

２ 事案の概要 

  令和５年４月１２日午前１１時５０分頃、加須市下崎４０４番地１地内に

おいて、相手方従業員が運転する車両が、藤棚に衝突し、当該藤棚の一部を

損壊させたものである。 

３ 和解条項 

 （１） 相手方は、市に対し和解金として１，１８０万円の支払義務のある

ことを認める。 

 （２） 相手方は、市に対し前号の金員を令和８年４月３０日限り、市が指

定する口座に振り込む方法により支払う。 

 （３） 市及び相手方は、本件に関し本和解条項に定めるほか何ら債権債務

のないことを互いに確認する。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良  

      提 案 理 由 

 藤棚の損壊事故に係る損害賠償請求事案に関し和解したいので、地方自治法

第９６条第１項第１２号の規定により、この案を提出するものであります。 
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第３０号議案 

   第２次加須市総合振興計画基本構想の改訂について 

 第２次加須市総合振興計画基本構想を別冊のとおり改訂することについて議

会の議決を求める。 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良 

      提 案 理 由 

 第２次加須市総合振興計画基本構想について、策定から５年が経過すること

に伴う時点修正に加え、社会経済情勢や市民ニーズの変化等を踏まえた見直し

を行う必要が生じたことから、当該基本構想を改訂したいので、加須市議会基

本条例第２３条第１号の規定により、この案を提出するものであります。 
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第３１号議案 

   市道路線の認定について 

 次の路線を市道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

路線名 起       点 終       点 
重要な 

経過地 

５０８８号線 
南大桑字相之谷２９

８７番１地先 

南大桑字相之谷２９

６９番８地先 
 

５０８９号線 
南大桑字相之谷２９

３６番８地先 

南大桑字相之谷２９

３２番３地先 
 

５６０８号線 
南大桑字相之谷２９

９６番２地先 

南大桑字相之谷２９

６９番６地先 
 

５６０９号線 
南大桑字相之谷２９

３８番４地先 

南大桑字相之谷２９

６９番５地先 
 

５６１０号線 
南大桑字相之谷２９

８９番２地先 

南大桑字相之谷２９

８９番２地先 
 

６３６６号線 
下高柳字住吉５５番

１８地先 

下高柳字住吉５０番

１４地先 
 

６７０８号線 
久下三丁目４１１番

２地先 

久下三丁目４１１番

１１地先 
 

６７０９号線 
下高柳字住吉５２番

１２地先 

下高柳字住吉６２番

１０地先 
 

６７１０号線 
下高柳字住吉８９番

２地先 

下高柳字住吉８９番

９地先 
 

６７１１号線 
下高柳字下小宮１１

６１番２地先 

下高柳字下小宮１１

１８番１１地先 
 

６７１２号線 
下高柳字住吉５２番

１地先 

下高柳字住吉５０番

７地先 
 

９２３４号線 馬内５７７番２地先 馬内５７７番５地先  

９２３５号線 馬内５８０番１地先 馬内５８０番５地先  

大２２６１号線 
旗井三丁目１１番３

４地先 

旗井三丁目１１番２

７地先 
 

  令和８年２月５日提出 
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                      加須市長 角 田 守 良 

      提 案 理 由 

 これらの路線は、開発行為に伴い再編成された道路であり、市道として管理

するため認定したいので、この案を提出するものであります。 
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

5088号線 0.91 ～ 2.70 37.90

5089号線 1.40 ～ 1.50 107.32

5608号線 6.00 ～ 6.00 232.02

5609号線 6.00 ～ 6.00 150.22

5610号線 6.00 ～ 6.00 15.36

幅員（ｍ）
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

6366号線 6.00 ～ 6.24 258.90

6709号線 6.00 ～ 6.00 51.33

6710号線 6.00 ～ 6.00 133.84

6712号線 6.00 ～ 6.00 74.23

幅員（ｍ）
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

6708号線 4.10 ～ 4.10 107.43

幅員（ｍ）

35



 

位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

6711号線 6.00 ～ 6.00 119.58

幅員（ｍ）
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

9234号線 6.00 ～ 6.00 69.19

9235号線 6.00 ～ 6.00 65.06

幅員（ｍ）
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

大2261号線 6.00 ～ 6.00 53.90

幅員（ｍ）

38



第３２号議案 

   市道路線の廃止について 

 次の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条

第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

路線名 起       点 終       点 
重要な 

経過地 

５０８８号線 
南大桑字相之谷２９

８７番１地先 

南大桑字相之谷２９

３８番地先 
 

５０８９号線 
南大桑字相之谷２９

９６番２地先 

南大桑字相之谷２９

３２番３地先 
 

６３６６号線 
下高柳字住吉１３１

番地先 

下高柳字住吉１２３

番地先 
 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良 

      提 案 理 由 

 これらの路線は、開発行為に伴い不用路線となるため廃止したいので、この

案を提出するものであります。 
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位 置 図 

廃 止 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

5088号線 1.20 ～ 2.70 117.69

5089号線 1.35 ～ 2.40 250.70

幅員（ｍ）
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位 置 図 

廃 止 路 線 
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第３３号議案 

   市道路線の認定について 

 次の路線を市道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

路線名 起       点 終       点 
重要な 

経過地 

９１２０号線 
志多見字下川面１９

２８番１地先 

志多見字下川面１９

５０番１地先 
 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良 

      提 案 理 由 

 この路線は、道路利用状況により再編成された道路であり、市道として管理

するため認定したいので、この案を提出するものであります。 
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位 置 図 

認 定 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

9120号線 1.80 ～ 3.20 237.17

幅員（ｍ）
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第３４号議案 

   市道路線の廃止について 

 次の路線を廃止したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条

第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

路線名 起       点 終       点 
重要な 

経過地 

４２９６号線 
下樋遣川字壱両野５

４９４番１地先 

下樋遣川字壱両野５

４９８番１地先 
 

９１２０号線 
志多見字下川面１９

３５番１地先 

志多見字下川面１９

５０番１地先 
 

  令和８年２月５日提出 

                      加須市長 角 田 守 良 

      提 案 理 由 

 これらの路線は、道路利用状況により不用路線となるため廃止したいので、

この案を提出するものであります。 
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位 置 図 

廃 止 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

4296号線 1.40 ～ 2.03 167.47

幅員（ｍ）
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位 置 図 

廃 止 路 線 

（参考）

路線名 延長（ｍ）

9120号線 1.80 ～ 3.20 338.23

幅員（ｍ）
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